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挫服保腕組合

H守 下ますますご紺禅の段、お導び申し上げます。平難は当健康保険組合の軽業運営に

ご協力を賜り、繊にありがようぜざいます。

鶴熊保険船合では、総熊保llA機ならびに組合規定に従い、保険給付の過田イほ態図ると

ともほ智機の健鹿保険料を適切に使うために舶術内容、負観囲田についでの調幾を待つ

て約り巌すのでご協力審約願いいたします。

この度、 糠がぼ宋け用された平成呂盟年 12月 から平成 24年 12月 施術分と

して申講された撫甑鞍復療機盤皮榊 欄曽について当碑練保険縦合で内容解蕊皆待った

とこる、隅―の負線に対じ地魔に議鞘の施術皆受けている、就い悩、初検・HF4‐癒皆線り返じ

て長期間の脇術を覧けていることが聴諮されました。
…
激i蜘 裕とV―

hた'げ横じては、
【
佃嚇かの原因が伴う外傷性 打撲、機構と骨

'

研品鰹白の応偽処横(2騒晶戦臨盤路翌盆躍闘す錦撫鶴おはヽ随糠保lA適用となげ霞すカギ頼 7成
期に豆リパタいン化された部位今の施術であり鼠つ治購が凡込めないと判断された場合、故

めて医師の診断の下、llB機疾総による擦槌費の新鬼綾適用を機樹すぺ態かと狩えます。

今後、盤骨院。機骨腕での治嫌に保険職用を希盟される場合、 競が負傷きれ

た幽所を盟影外科‐等の隠!師 による診断密路受けいたrLJく か、叉は盛餓盤駆縁線鯉盤騨搬舷静
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普` その内鶴者鯛 の上、今後の療機器の伸ド缶

尚、隠締の受診や継rmf鵬 ,般待院での競術理由等の文器の機出がなく、轍骨院。酸骨腕
での施術を好隊繊暮れた場合、「治癒する員法みのない農期間かつ漫然とした施術Jと の判断
により、当核施術への支払いは自賞でぱ織慈いただくことがある腎、ぱ7嵐下さいますよう
ピ遇如暮tPUて いただきます。

また、襲間に織戦の喚 越騒復施術療幾費のご利用ほ関する畿総事項」をご艶くださいけ

この度の韻知に関するビ側間等ござい横したら、下網描閲舎せ窓働までピ選総ください。

描間合せ窓日 |

智 澄 Lキ

構

髄康保険組合


